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◎　裏面の注意をよく読んでから記入してください。
◎　※印の欄は、記入しないでください。
◎　字は、楷書（かいしょ）ではっきり書いてください。
◎　記名押印に代えて、署名することができます。

（日本工業規格Ａ列４番）
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備考

１． 必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。

２． 受給資格者に周知することにより、注意事項を省略することができる。

（裏面）

注意 

 

１  こ の届は、 受給者が氏名又は住所（ 受給者が法人である 場合は法人名及び代表者氏名又は主たる 事務所の所

在地） を変更し た場合及び受給者が養育（ 監護し 、 かつ、 生計を同じ く する か又は生計を維持する こ と を いい

ま す。） をする 子ど も （ 18 歳に達する 日以後の最初の３ 月 31 日ま での間にある 者をいいま す。） が氏名又は住

所を 変更し た場合に、 提出し てく ださ い。  

２  受給者の住所の変更について、こ の届を提出する 必要がある のは、受給者が当該市町村（ 特別区を含みま す。

以下同様です。） 内で住所を変更し た場合に限ら れ、 受給者が他の市町村に住所を 変更し た場合は、 受給事由

消滅届を 提出し ていただく こ と になり ま す。  

３  子ども の住所を変更し た場合は、 必ずこ の届を提出し てく ださ い。  

４  子ども の住所の変更のう ち、 次の場合は、 住所を 変更し た後、 その子ども の属する 世帯全員の住民票の写し

を 添えて提出し てく ださ い。  

①  当該市町村から 他の市町村に住所を 変更し た場合 

②  他の市町村から 更に別の市町村に住所を変更し た場合 

③  他の市町村の区域内で住所を変更し た場合 

５  子ども の住所の変更のう ち、 留学によ り 日本国内に住所を有し なく なっ た場合は、 当該子ど も が日本国内に

住所を有し なく なっ た日の前日ま で引き 続き ３ 年を 超えて日本国内に住所を有し 、 教育を 受ける こ と を目的と

し て外国に居住し ている こ と を明ら かにする こ と ができ る 書類を 添えて提出し てく ださ い。  

６  こ の届は、 氏名又は住所を 変更し てから 14日以内に提出し てく ださ い。  

注意 

 

１  こ の届は、 受給者が氏名又は住所（ 受給者が法人である 場合は法人名及び代表者氏名又は主たる 事務所の所

在地） を 変更し た場合及び受給者が養育（ 監護し 、 かつ、 生計を 同じ く する か又は生計を 維持する こ と をいい

ま す。） をする 児童（ 18歳に達する 日以後の最初の３ 月 31 日ま での間にある 者をいいま す。） が氏名又は住所

を 変更し た場合に、 提出し てく ださ い。  

２  受給者の住所の変更について、こ の届を 提出する 必要がある のは、受給者が当該市町村（ 特別区を 含みま す。

以下同様です。） 内で住所を 変更し た場合に限ら れ、 受給者が他の市町村に住所を 変更し た場合は、 受給事由

消滅届を 提出し ていただく こ と になり ま す。  

３  児童の住所を変更し た場合は、 必ずこ の届を提出し てく ださ い。  

４  児童の住所の変更のう ち、 次の場合は、 住所を変更し た後、 その児童の属する 世帯全員の住民票の写し を添

えて提出し てく ださ い。  

①  当該市町村から 他の市町村に住所を 変更し た場合 

②  他の市町村から 更に別の市町村に住所を 変更し た場合 

③  他の市町村の区域内で住所を 変更し た場合 

５  児童の住所の変更のう ち、 留学によ り 日本国内に住所を 有し なく なっ た場合は、 当該児童が日本国内に住所

を 有し なく なった日の前日ま で引き 続き ３ 年を 超えて日本国内に住所を有し 、 教育を受ける こ と を目的と し て

外国に居住し ている こ と を 明ら かにする こ と ができ る 書類を添えて提出し てく ださ い。  

６  こ の届は、 氏名又は住所を変更し てから 14日以内に提出し てく ださ い。  


